
 

瀬戸 営 宅 設置及び管理 関 条例 一部を改正 条例を

公  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 営 宅 設置及び管理 関 条例 一部を改正 条例 

瀬戸 営 宅 設置及び管理 関 条例 成 瀬戸 条例第

号 一部を次 う 改正  

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正 欄 掲 規定

線 示 う 改正

改正  改正前 

入居者 資格  入居者 資格  

第 条 営 宅 入居 者

次 各号 老人 身体障害者 他 特 居

安定を図 必要 あ 者 規則 定

次条第 項 い 老人等 い

う あ 第 号 第 号ま 被災

街地復興特別措置法 成 法 第

号 第 条 規定 被災者等 あ 第

号及び第 号 い 該当 者

い  

第 条 営 宅 入居 者

次 各号 老人 身体障害者 他 特 居

安定を図 必要 あ 者 規則 定

次条第 項 い 老人等 い

う あ 第 号 第 号ま 被災

街地復興特別措置法 成 法 第

号 第 条 規定 被災者等 あ 第

号及び第 号 い 該当 者

い  

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 者 収入 ア イ又 ウ 掲 場合

応 ア イ又 ウ 掲 金額

を超え い  

 者 収入 ア イ又 ウ 掲 場合

応 ア イ又 ウ 掲 金額

を超え い  

ア 法第 条第 号イ 規定 特 入居

者 居 安定を図 必要 あ 場合

次 掲 場合 ， 円 

ア 入居者 身体障害者 あ 場合 他

地域 自主性及び自立性を高 改

革 推進を図 関係法 整備 関

法 一部 施行 伴う国土交通省関

係政 整備等 関 政 成



 

政 第 号 第 条 規定 改正

前 公営 宅法施行 号 い

旧政 いう 第 条第 項 定

場合 旧政 第 条第 項第 号 規

定 金額 

。 ) 入居者又 同居者 次 い

該当 者 あ 場合 

 

 障害者基本法 昭和 法 第

号 第 条第 号 規定 障

害者 障害 程度 規則 定

程度 あ  

 

 戦傷病者特別援護法 昭和

法 第 号 第 条第 項 規

定 戦傷病者 障害 程度

規則 定 程度 あ  

 

 原子 弾被 者 対 援護 関

法 成 法 第

号 第 条第 項 規定 厚

生労働大臣 認定を受 い 者 

 

 海外 引揚者 本邦 引 揚

日 起算 を経過

い い  

 

 ハンセン病療養所入所者等 対

補償金 支給等 関 法

成 法 第 号 第 条 規

定 ハンセン病療養所入所者等 

 

。 ) 入居者 歳 者 あ

同居者 い 歳 又

歳未満 者 あ 場合 

 

。 ) 同居者 小学校就学 始期 達

ま 者 あ 場合 

 

イ 営 宅 法第 条第 項若 く 第

項若 く 激甚災害 対処 特

別 財政援助等 関 法 昭和

イ 営 宅 法第 条第 項若 く 第

項又 激甚災害 対処 特別

財政援助等 関 法 昭和 法



 

法 第 号 第 条第 項 規定

国 補助 係 又 法第 条第

項各号 い 該当 場合 い

長 災害 滅失 宅 居

い 額所得者 転貸 借

あ 場合 ， 円 当該

災害発生 日 を経過

， 円  

第 号 第 条第 項 規定

国 補助 係 あ 場合 旧政 第

条第 項第 号 規定 金額 

ウ ア及びイ 掲 場合 外 場合 

， 円 

ウ ア及びイ 掲 場合 外 場合 旧政

第 条第 項第 号 規定 金額 

⑸ま  ＜省略＞ ⑸ま  ＜省略＞ 

  

附 則 

施行期日  

第 条 条例 成 月 日 施行  

 経過措置  

第 条 条例 施行 日 成 月 日ま 間 条

例 改正 瀬戸 営 宅 設置及び管理 関 条例第 条第

号ア イ 規定 適用 い 同号ア イ 中 入居者

歳 あ 入居者 成 月 日前 い 歳

い 歳 あ い 同日前

い 歳  


